
 
 
 

財務応援 Lite Ver.7.2 
会社法対応版のご案内 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。平素は、弊社製品をご利用く
ださいまして誠にありがとうございます。 
さて、会社法新設に伴い、プログラムをバージョンアップいたします。 
「財務応援Lite Ver.7.2」をお届けいたしますので、本書の手順により、プログラムの
バージョンアップ作業を行った後、ご使用くださいますようお願い申しあげます。 

敬具  

本書の内容  
本書は次の内容について説明しています。 

パッケージの内容 ･･･････････････････････････････････････････････ 3 
バージョンアップの方法 ･････････････････････････････････････････ 4 
１．作業前の確認事項 ･･･････････････････････････････････  4 
２．手順の概要 ･････････････････････････････････････････  5 
３．詳しい手順 ･････････････････････････････････････････  5 
４．プログラム使用前の確認事項 ･････････････････････････ 10 
５．バージョンアップ後の処理 ･･･････････････････････････ 11 

会社法の概要 ･･････････････････････････････････････････････････ 12 
会社法適用年月日 ･･･････････････････････････････････････ 12 
計算書類規則の改正･･････････････････････････････････････ 12 

システムの変更点 ･･････････････････････････････････････････････ 15 
会社法変換 ･････････････････････････････････････････････ 15 
会社法変換したデータの変更点････････････････････････････ 15 
株主資本等変動計算書の追加 ･････････････････････････････ 16 
不具合対応 ･････････････････････････････････････････････ 16 

データについて ････････････････････････････････････････････････ 17 
会社法変換の実行････････････････････････････････････････ 17 
会社法変換の内容 ･･･････････････････････････････････････ 20 

データの受け渡し処理を行っている場合 ･･････････････････････････ 23 
会社法変換手順･･････････････････････････････････････････ 23 
データの互換性 ･････････････････････････････････････････ 23 

請求応援Liteとの連動 ･････････････････････････････････････････ 24 
 

 
 

１

410640800 



 
 
 
 
 

バージョンの表記について  
本書では、バージョンの表記方法を「Ver.7.2」のように小数点以下 2桁目は省略して記載
しています。 
なお、当システムの正確なバージョンは、システム起動後の次の画面で確認できます。 
[ヘルプ]→[バージョン情報] 
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帳表の確認  
システムで作成した帳表は、必ず内容をご確認の上、使用してください。 
誤った内容で提出／申告などを行った場合は、当社では一切責任を負いかねますのでご了
承願います。 

 
 
本書の表記と、実際の画面、操作方法、帳表が異なる場合には、実際の画面、操作方法、
帳表を優先してご覧ください。 

 

ライセンス（使用許諾）について  
お客様は、本ソフトウェアを１台のコンピュータにセットアップして使用することができ
ます。 
 
 

 
商標  
本書では、機器やソフトウェアなどの名称を次のように省略して呼んでいます。 

Windows® 98 ：Microsoft® Windows® 98 operating system 
Windows® Me ：Microsoft® Windows® Millennium Edition 
Windows NT® ：Microsoft® Windows NT® operating system Version 4.0 
Windows® 2000 ：Microsoft® Windows® 2000 operating system 
Windows® XP ：Microsoft® Windows® XP operating system 
Windows ServerTM 2003 ：Microsoft® Windows Server TM 2003 operating system 
Windows® ：Windows® 98、Windows® Me、Windows NT®、Windows® 2000、

Windows® XP または Windows Server TM 2003 
Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Serverは、米国Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 



 
 
 

 

パッケージの内容 

パッケージの内容は次のとおりです。 

改版用／改版保守用  

【財務応援Lite Ver.7.2】 
・財務応援Lite プログラム Ver.7.2  CD-ROM 1枚 
・財務応援 Super/Lite 別冊マニュアル Ver.7.2 1冊 
・プログラム保守契約書 1部 *1 
・自動振替サービス確認書 1部 *1 
・保守契約書在中封筒 1部 *1 
・ご案内（本書） 1部  

*1 すでにプログラム保守契約に加入されている場合には同梱されていません。 
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バージョンアップの方法 

「財務応援Lite Ver.7.1」からバージョンアップする手順です。 
 

１．作業前の確認事項  

■バージョンアップの対象バージョン 

バージョンアップの対象バージョンは次のとおりです。 
財務応援Lite：Ver.7.1 

 
■動作環境について 

・Windows Server 2003は使用できません。 
・Windows NT 4.0は、Microsoftのサポートが終了しています。 
したがって、基本ソフト（以降、OS）に起因する不正動作等のうちアプリケー
ションで回避できない問題につきましては、サポートできませんので、ご了承く
ださい。 
 

■バージョンアップ前の確認事項 

バージョンアップを行う前に、次の点をご確認ください。 
・Windows NT4.0、Windows 2000をお使いの場合は、Administrators権限を
持つユーザーでログオンしてセットアップを行ってください。 
・Windows XPをお使いの場合は、コンピュータの管理者（Administrators権
限）のユーザーでログオンしてセットアップを行ってください。 

・セットアップ中は他のアプリケーションを実行しないでください。セットアッ
プの前に、他に実行しているアプリケーションがないことを確認してください。
セットアップ中に実行しているアプリケーションがあると、セットアップが正
常に終了しない場合があります。 
Windows XPをお使いの場合は、別のユーザーが使用しているアプリケーショ
ンも終了する必要があります。 
・ウイルス対策ソフトなどの常駐プログラムを動作中の場合は、常駐プログラムを
終了してからセットアップを実行してください。ウイルス対策ソフト等の常駐プ
ログラムが動作中の場合は、セットアップが正常に行えないことがあります。セ
ットアップが完了してからウイルス対策ソフト等を起動し直してください。 
・最新のバックアップデータがない場合は、万一の場合に備えて、バックアップ
を作成してください。 
・再起動が必要な場合があります。 
セットアップを開始したとき、またはセットアップ処理中に、Windows の再
起動を行うためのメッセージが表示される場合があります。その場合は、
Windowsを再起動してください。 
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■自動受信待機設定の停止 

電話回線を使用したデータの受け渡し処理で、自動受信の設定を行っている場合は、
バージョンアップを行う前に、必ず自動受信待機設定を停止してください。 
Windowsのタスクバーに□印中のアイコンが表示されているかをご確認ください。 

 
 
上記アイコンが表示されている場合は、次の処理を行ってください。 
（アイコンが表示されていない場合、次の処理は不要です） 

① のアイコンを右クリックします。 
② 表示されたメニューから「受信待機の停止とトレイの終了」を選択します。 

 
③ Windowsのタスクバーにアイコンが表示されていないことをご確認ください。 

 
以上で、自動受信待機の停止は終了です。 
 

２．手順の概要  

■バージョンアップ手順の概要 
バージョンアップ手順の概要は、次のとおりです。 
① CD-ROMから「財務応援Lite Ver.7.2」をセットアップします。 
② 「財務応援Lite Ver.7.2」を起動し、決算終了年月日が平成 18年 5月 1日以
降の法人データを選択します。 

③ 会社法変換処理が起動します。 
以上で、会社法計算規則に則った決算書を作成できる状態になります。 

３．詳しい手順  

■バージョンアップ前の確認事項 
1. 最新のバックアップデータがない場合は、万一の場合に備えて、全データのバッ
クアップを作成してください。 

2. セットアップ中は他のアプリケーションを実行しないでください。 
Windows XPをお使いの場合は、別のユーザーが使用しているアプリケーショ
ンも終了する必要があります。 
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■財務応援Lite Ver.7.2のセットアップ 
「財務応援Lite Ver.7.2」のセットアップディスク（CD-ROM）より、セットアッ
プを実行します。次の状況を前提に説明します。 
・C:¥USER7 ：データフォルダ（財務データ格納フォルダ） 
・Eドライブ ：CD-ROMドライブ 
※「財務応援 Lite7.1」のメニューバーの［環境設定］→「環境設定」で、

Ver.7.1の「財務データ格納フォルダ」を確認することができます。 
 
① CD-ROMをセットします。 
自動的にCD-ROMが再生されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※自動的に再生しない場合、次のように操作してください。 
①タスクバーの＜スタート＞から［ファイル名を指定して実行］を選択し 
ます。 
②「名前」の内容を削除してから＜参照＞を押して、次の順番でファイル 
を選択します。 
「マイコンピュータ」→「E」→「OUEN_LITE」→「Setup.exe」 
③実行するファイルの名前が次のとおりになっていることを確認してから、 
＜OK＞を押します。 
「E:¥OUEN_LITE¥Setup.exe」 

② 確認画面（財務応援Lite7のセットアップへようこそ）が表示されます。 
＜次へ＞を押します。 

※次の③～⑦の画面は表示されない場合があります。その場合は③～⑦の手順は
読み飛ばしてください。 
③ 「ライセンス体系について」の画面が表示されます。 
「ライセンス体系について同意します」を選択すると、＜次へ＞を押して処理を進
めることができます。 
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④ 「ユーザー情報」の入力画面が表示されます。 

 
必要な場合は、「名前」と「所属」を入力します。 
内容を確認して、＜次へ＞を押します。 

⑤ ユーザー情報確認画面が表示されます。内容を確認し、＜次へ＞を押します。 
⑥ プログラムのセットアップ先フォルダを指定します。 

Ver.7.1セットアップ時に指定したフォルダが初期表示されます。 

（例）C:¥WINKE7¥ 

 
セットアップ先を確認して、正しいときは、＜次へ＞を押します。→⑦へ 
（本書では「C:¥WINKE7」を設定することを前提に説明しますので、初期表示値
のまま＜次へ＞を押します） 
セットアップ先を変更するときは、＜変更＞を押します。 
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セットアップ先を変更したら、＜OK＞を押して前の画面に戻ります。 
セットアップ先を再度確認し、正しいときは＜次へ＞を押します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ドライブ名を「C」から「D」に変更する操作例 
①クリックするか[Home]キーを押して、ドライブ名「C」の前に 
カーソルを移動します。 
②D（半角）と入力し、Cを削除します。 
③フォルダ名がD:¥WINKE7¥となります。 

⑦ データの格納先フォルダを指定します。 
Ver.7.1セットアップ時に指定したフォルダが初期表示されます。 

（例）C:¥USER7¥ 

 
指定先を確認して、正しいときは、＜次へ＞を押します。→⑧へ 
指定先を変更するときは、＜変更＞を押します。 

■注意（プログラムのセットアップ） 
プログラムのセットアップ先フォルダを変更する場合は、次の点にご注
意ください。 
・セットアップ先には、必ずフォルダを指定してください。ルートに直
接セットアップしないでください。 
・フォルダ名の中にスペースを入れるのはおやめください。 
・フォルダ名を変更する場合は、半角英数字 6文字以内(推奨)で設定し
てください。 
誤った例）C:¥Program Files¥WINKE7¥  C:¥ 
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指定先フォルダを変更したら、＜OK＞を押して前の画面に戻ります。 
指定先が正しいときは、＜次へ＞を押します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ドライブ名を「C」から「D」に変更する操作例 
①クリックするか[Home]キーを押して、ドライブ名「C」の前に 
カーソルを移動します。 
②D（半角）と入力し、Cを削除します。 
③フォルダ名がD:¥USER7¥となります。 

■注意（データ格納先フォルダ） 
データの格納先フォルダを変更する場合は、次の点にご注意ください。 
・必ずフォルダを指定してください。ルートを指定しないでください。 
・フォルダ名の中にスペースを入れるのはおやめください。 
・フォルダ名を変更する場合は、半角英数字 5文字以内(推奨)で設定し
てください。 

誤った例）C:¥My Documents¥USER7¥   C:¥ 

⑧ 確認画面（プログラムをセットアップする準備ができました。）が表示されます。 
内容を確認して、＜次へ＞を押します。 
変更が必要な場合は、＜戻る＞を押して設定し直します。 

⑨ セットアップが始まります。 
⑩ セットアップが終了すると、「セットアップを完了しました」と表示されます。 

CD-ROMを取り出し、＜完了＞を押します。 
⑪ Windowsの再起動の選択メッセージが表示される場合があります。 
＜はい＞を押すと、Windowsが再起動され、システムが使用できるようになります。 

以上で、「財務応援Lite Ver.7.2」へのバージョンアップ作業は終了です。 
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４．プログラム使用前の確認事項  
バージョンアップ処理が完了したら、「財務応援 Lite Ver.7.2」を起動する前に、次
の点についてご確認ください。 
 
■ショートカットアイコンについて 

財務応援Lite Ver.7.2プログラムを起動するときは、「財務応援Lite 7」のアイコ
ンをダブルクリックしてください。 
「財務応援Lite」のアイコンをダブルクリックした場合は、Ver.6.2以前のプログラ
ムが起動します。 
（プログラムの一覧から起動する場合も同様です） 
 

■Windows XPをご利用の場合は 

・Service Pack 2を適用している場合 
Windows XP Service Pack 2を適用している場合、起動時に次の画面が表示され
ることがあります。 
＜ブロックを解除する＞をクリックして、処理を続けてください。 

 
※財務応援Liteの画面の後ろに表示されている場合があります。 

・ユーザーの切り替えによる応援シリーズの二重起動はしないでください 
エプソン応援シリーズのアプリケーションは、ユーザーの切り替え（ログオフせ
ずにユーザーを変更すること）により、複数ユーザーで使用することはできませ
ん。ご了承ください。 
たとえば、あるユーザーが応援シリーズのアプリケーションAを使用していると
き、別のユーザーが同一コンピュータ上でアプリケーションA（または応援シリ
ーズの他のアプリケーションB）を使用することはできません。 

・ユーティリティ・ツールの実行 
システムをWindows XPで使用するには、ユーティリティ・ツールの実行が必
要です。ユーティリティ・ツールは、他システムまたは旧バージョンプログラム
で実行済みの場合、再度実行する必要はありません。実行のしかたについては、
操作説明書をご覧ください。 
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■Windows NTまたはWindows 2000でNTFSをご利用の場合は 
Windows NTまたはWindows 2000でNTFSをご利用の場合は、当システムを使
用するユーザーに次の権限を与えてください。 
・プログラムのセットアップ先フォルダの読取権限および書込権限 
・データの格納先フォルダの読取権限および書込権限 

５．バージョンアップ後の処理  
バージョンアップ処理が完了したら、次の作業を行ってください。 

 
■データについて 

Ver.7.1で使用していたデータはそのままご使用いただけます。 
なお、会社法適用になるデータがある場合、Ver.7.2 で会社選択すると、会社法変
換処理を起動します。 
会社法変換処理の起動条件、処理内容につきましては本書P.17をご覧ください。 
 

■プログラムの再設定事項 
次の設定は初期設定に戻りますので、必要に応じて再設定を行ってください。 
・［環境設定］→「環境設定」の「画面表示色モード」（初期設定：1.標準カラー） 
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会社法の概要 

システムに関係する会社法の概要は次のとおりです。 

会社法適用年月日  
平成 18年 5月 1日以降終了する事業年度の会社から適用となります。 

計算書類規則の改正  
会社法の施行に伴い、計算書類規則が改正されました。 
・貸借対照表および損益計算書の表示内容が変更 
・利益処分案(損失処理案)が廃止され、「株主資本等変動計算書」を新設 
・従来、貸借対照表と損益計算書に記載していた注記を「個別注記表」に記載 

１．貸借対照表の変更 
貸借対照表は資本の部が以下のように変更されました。 

従来の様式  新様式 
資  本  の  部 ※1  純  資  産  の  部※1 
  【株 主 資 本】※2 
【資 本 金】  ［資 本 金］ 
【新 株 式 払 込 金】 ※3  ［新 株 式 申 込 証 拠 金］ 
【新 株 式 申 込 証 拠 金】   
【資 本 剰 余 金】  ［資 本 剰 余 金］ 
資本準備金  資本準備金 
（その他資本剰余金）  （その他資本剰余金）※4 
資本金等減少差益   
自己株式処分差益   
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【利 益 剰 余 金】  ［利 益 剰 余 金］ 
利益準備金  利益準備金 
  （その他利益剰余金） 
その他法定準備金  その他法定準備金 
退職給付積立金  退職給付積立金 
任意積立金  任意積立金 
別途積立金  別途積立金 
当期未処分利益 ※5  繰越利益剰余金 ※5 
【評 価 差 額 金】※6  ［自 己 株 式］ 
【自 己 株 式 払 込 金】※7  ［自 己 株 式 申 込 証 拠 金］ 
【自己株式申込証拠金】  【評 価 ・ 換 算 差 額 等】 
【自 己 株 式】  他有価証券評価差額金 
資  本  の  部  計 ※9  繰延ヘッジ損益 
負 債 及 資 本 の 部 計  【新 株 予 約 権】※8 

  純 資 産 の 部 計 ※9 
  負 債 及 び 純 資 産 の 部 計 

※4 



主な変更点 
※1：資本の部が純資産の部に変更 
※2：資本金、資本剰余金、利益剰余金をまとめる区分「株主資本」を追加 
※3：新株式払込金の削除 
※4：資本金等減少差益、自己株式処分差益をその他資本剰余金に含める 
※5：当期未処分利益を繰越利益剰余金に変更 
※6：評価差額金を新設区分「評価・換算差額等」の内訳に変更 
※7：自己株式払込金の削除 
※8：新株予約権を追加 
※9：資本の部計を純資産の部計に変更 

 
２．損益計算書の変更 
損益計算書は以下のように変更されました。 

従来の様式 新様式 
税引前当期純利益 税引前当期純利益 
法人税等 法人税等 
法人税等調整額 法人税等調整額 
当期純利益 当期純利益 
前期繰越利益  
過年度税効果調整額等  
自己株式処分差益  
自己株式消却額等  
利益準備金取崩額等  
積立金目的取崩額  
中間配当金  
利益準備金積立額  
当期未処分利益  

株主資本等変動計算書へ記載 

前期繰越利益から下の記載は新規に追加される「株主資本等変動計算書」へ記
載することになりました。 
 

３．株主資本等変動計算書の追加 
利益処分案(損失処理案)に代わり「株主資本等変動計算書」を作成することに
なりました。 
「株主資本等変動計算書」には、主に株主資本の各項目の変動事由を記載します。 

■適用会社 
会社法が適用されるすべての会社に対して作成義務があります。 
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４．注記の変更 
従来、貸借対照表や損益計算書に記載していた注記を別途「個別注記表」とし
て文書で添付するようになりました。 
また、注記の内容も大幅に変更されました。 
なお、従来どおり、貸借対照表および損益計算書の脚注に注記を記載すること
も可能です。 
注記の内容は以下のとおりです。 
①継続企業の前提に関する注記 
②重要な会計方針に係る事項に関する注記 
③貸借対照表等に関する注記 
④損益計算書に関する注記 
⑤株主資本等変動計算書に関する注記 
⑥税効果会計に関する注記 
⑦リースにより使用する固定資産に関する注記 
⑧関連当事者との取引に関する注記 
⑨1株当たり情報に関する注記 
⑩重要な後発事象に関する注記 
⑪連結配当規則適用会社に関する注記 
⑫その他の注記 
 

５．役員賞与の損金算入 
従来、役員賞与は利益処分として処理されてきましたが、会社法施行に伴い、
企業会計上では、損益計算書上で処理できるようになりました。 
 



 
 
 
 
会社法に対応するため、財務応援Lite Ver.7.2では、次の点を変更しました。 
各機能の詳細につきましては、製品に同梱されている別冊マニュアルをご覧ください。 

会社法変換  
会社法新設に伴い、計算書類規則が改正され、様式が変更されました。 
システムでは、会社選択時、決算年月日や業種をチェックして、会社法に対応したデ
ータ変換処理「会社法変換」を自動起動します。 
なお、会社法変換処理は選択式になっていて、会社選択時以外でも変換処理ができる
ように、メニューバーの［サポート］にも「会社法変換」を追加しました。 

会社法変換したデータの変更点  

システムの変更点 

会社法に対応するため、以下の点を変更しました。 
なお、会社法変換したデータだけが以下の変更点に該当します。会社法変換していな
いデータは、以下に該当しません。 

１．決算書作成処理での変更 
会社法に対応した決算報告書を作成するため、以下の点を変更しました。 
(1)注記表の追加 
従来、貸借対照表や損益計算書に記載していた注記を別途「個別注記表」として
添付することになったため、個別注記表を作成する「注記表入力」を決算書作成
画面に追加しました。 

(2)利益処分(損失処理)と繰越利益増減書の削除 
利益処分(損失処理)計算書と剰余金増減計算書が不要になったため、決算書作成
画面から削除しました。 

(3)報告書の追加 
利益処分(損失処理)計算書の削除に伴い、報告文と監査報告文を作成する「報告
書等入力」を決算書作成画面に追加しました。 

(4)決算書出力レイアウトの変更 
決算書出力レイアウトから「利益処分計算書」と「繰越利益増減書」を削除しま
した。 
また、「注記表」と「監査報告・総会報告書」を追加しました。 

(5)決算書タイトル設定（サブタイトル） 
＜F1 タイトル＞の「サブタイトル」から「利益処分」「損失処理」「繰越利益
剰余金計算書」を削除しました。 
また、「注記表」「監査報告」「報告書」を追加して、サブタイトル名を「個別
注記表」「監査報告」「報告書」にしました。 
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(6)＜F9旧様式＞ボタンの追加 
会社法を適用したデータで、利益処分計算書や繰越利益剰余金増減書を出力した
い場合は、＜F9旧様式＞から決算書を作成してください。 
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注意事項 
以下の項目は会社法変換すると、初期値の内容になります。必要に応じて再
設定してください。 
・注記表(※) 
・決算書出力レイアウト 
・決算書タイトル 
※注記表には初期値の内容が設定されますが、Ver.7.1で設定していた注記は
「脚注表示設定」に保存されています。 
脚注表示設定から注記表にコピーできる機能がありますので、Ver.7.1で設
定していた内容を注記表で使用する場合は、注記表にコピーしてご使用く
ださい。
勘定元帳、部門別元帳、帳簿印刷の変更 
処分損益の名称が繰越利益剰余金に変更されたため、損益勘定の元帳に印字さ
る「未処分損益へ振替」を「繰越利益剰余金へ振替」に変更しました。 

帳表の縦タイトルの変更 
型帳表の貸借対照表の縦タイトルに印字される「資本の部」を「純資産の部」
印字するように変更しました。 

約試算表の項目名変更 
目名を以下のように変更しました。 
「未処分利益」→「繰越利益剰」 
「資本の部計」→「純資産合計」 
「負債資本の部計」→「負債純資産部計」 

等変動計算書の追加 
類規則の改正により、利益処分案等に代わり「株主資本等変動計算書」を作成
うになりました。 
ムでは＜F5決算＞に＜株主資本等変動計算書＞を追加しました。 
決算年月日が平成 18年 4月 30日以前の場合は、処理できません。 
基本メニューの 52 番が使用されていない場合は「株主資本等変動計算書」を
ニューに登録します。 

１６

応 
告決算書の印刷時、プリンタを通常使うプリンタ以外に変更して印刷すると、

ows の通常使うプリンタも印刷したプリンタに変更されてしまう現象を修正し
。 



 
 
 
 

データについて 

従来、お使いのデータにつきましては、会社法変換処理を行うことで、会社法に対応
したデータに変換することができますので、そのままご使用いただけます。 

会社法変換の実行 

１．会社法変換処理の条件 
以下の条件を満たしているデータで会社法変換が可能です。 
・法人データ（業種が法人になっているデータ） 
・決算終了年月日が平成 18年 5月 1日以降のデータ 
・会社送受信や仕訳送受信を行っていないデータ 

２．会社法変換の方法 
会社法変換処理は、次の処理により起動します。（処理内容は同じです） 
・会社選択時に表示される会社法変換 
・メニューバーの［サポート］→「会社法変換」 

 
 
 
次の処理でも上記条件に該当した場合には、会社法変換を起動します。 
・会社情報の変更 ・期末更新 ・処理会社より新規作成 

３．会社選択時の会社法変換の処理手順 
会社選択時の会社法変換の手順は次のとおりです。 
①財務応援LiteVer.7.2を起動します。 
②会社選択画面でデータを選択します。 
③会社法変換処理が起動します。 

 
＜はい＞：会社法変換を実行します。 
＜いいえ＞：会社法変換を実行せず、データの処理に進みます。 
 

 
 

１７



「□以降、このメッセージを表示しない」について 
＜いいえ＞を選択している場合のみ有効です。 

チェックあり
次回以降の会社選択時に、メッセージを表示しないようにします。 
会社法変換を行うには、メニューバーの［サポート］→「会
社法変換」を行ってください。 

チェックなし 次回以降の会社選択時もメッセージが表示されます。 

④＜はい＞を選択すると、会社法変換が実行されます。 
 

４．メニューバーの［サポート］からの会社法変換の処理手順 
メニューから行う会社法変換の手順は次のとおりです。 
①財務応援LiteVer.7.2を起動します。 
②会社選択画面でデータを選択します。 
③メニューバーの［サポート］→「会社法変換」を選択します。 

 
 

④会社法変換処理が起動します。（会社法選択時と同じ画面が表示されます） 
＜はい＞：会社法変換を実行します。 
＜いいえ＞：会社法変換を実行せず、メニューに戻ります。 

⑤会社法変換が正常に終了すると「会社法データへの変換処理が終了しました。」
と表示されます。 
＜OK＞を押して、メニューに戻ります。 
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５．会社法変換ができなかった場合のメッセージ 
会社法変換ができなかった場合は、変換処理を中止してメッセージを表示します。 
 

(1)印刷順序を変換できなかった場合(会社選択時、サポート処理の変換時) 
会社法変換では印刷順序の変換を行いますが、変換できない印刷順序の場合は、
以下のメッセージを表示し、変換処理を中断します。 
会社法変換を行うためには、財務応援 Super、または InterKX 財務会計で印刷
順序を変更する必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

■補足 
このメッセージはシステムで用意している帳表印刷順序を変更している場合に
のみ表示されるメッセージです。 
財務応援 Lite では、帳表印刷順序を変更する機能がないため、財務応援 Lite
単独で運用しているデータでは、発生しません。 

(2)Ver.4.2～Ver.6.3で法改正データへの変換が行われていない場合 
(会社選択時、サポート処理の変換時) 

法改正データへの変換が行われていないため、会社法変換を行うことができません。 
会社法変換を行うためには、＜ユーティリティ＞→「新マスターへの変換」を行
った後、再度会社法変換を行ってください。 
（※新マスターへの変換では、印刷順序を基本マスターからコピーします。ご了承ください。） 

 
 

(3)決算終了年月日が平成 18年 4月 30日以前の場合(サポート処理の変換時) 
決算終了年月日が平成 18年 4月 30日以前の場合は会社法変換ができません。 
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(4)会社送受信や仕訳送受信を行っている場合(サポート処理の変換時) 
会社送受信や仕訳送受信を行っているデータの場合は、会社法変換ができません。 
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（参考） 
すでに会社法変換済みデータを選択し、メニューバーの［サポート］→「会社
法変換」を選択した場合は、以下のメッセージを表示します。 

 

会社法変換の内容 

１．勘定科目（明細科目）の変更・追加 
勘定科目追加と勘定科目名変更を行います。 

(1)すべてのデータに対しての変換 
KX準拠 その他 科目名（変更前） 科目名（変更後）  

331 552 前期繰越未処分利益 繰越利益剰余金 （変更） 
517 518 － 役員賞与 （追加） 

 
(2)Ver.7.0以降で新規に作成したデータ、または新マスター変換を行っているデータ 

(1)に加えて、以下も行います。 
KX準拠 その他 科目名（変更前） 科目名（変更後）  

335 561 評価差額金（※） 他有価証券評価差額損 （変更） 
3030 3030 － 繰延ヘッジ損益 （追加） 
3029 3029 － 新株予約権 （追加） 
3028 3028 － 自己新株予約権 （追加） 

（※）Ver.6.2以前プログラムで「時価税効果変換」「法改正科目への変換」「商
法改正科目への変換」処理を行っているデータでも科目名が変更されます。 



 
・勘定科目の科目コードにつきましては、Ver.7.0 以降で新規作成されたデータの
コード名で表記しています。 
データによっては変更前のコードが異なる場合があります。 

・追加科目の科目コードが使用されていた場合は、別の科目コードを使用します。

 
 
 
 

２．合計科目の変更・追加 
合計科目追加と合計科目名変更を行います。 

(1)すべてのデータに対しての変換 
コード 科目名（変更前） 科目名（変更後）  
9430 当期未処分利益 繰越利益剰余金 （変更） 
9435 前期繰越利益 繰越利益剰余金 （変更） 
9450 資本の部 純資産の部 （変更） 
9455 資本合計 純資産合計 （変更） 
9500 負債及び資本の部 負債・純資産の部 （変更） 
9510 負債・資本合計 負債・純資産合計 （変更） 
9800 当期未処分利益 繰越利益剰余金 （変更） 
9461 － 株主資本 （追加） 
9462 － その他利益剰余金 （追加） 
9474 － 役員報酬・賞与 （追加） 

 
(2)Ver.7.0以降で新規に作成したデータ、または新マスター変換を行っているデータ 

(1)に加えて、以下も行います。 
コード 科目名（変更前） 科目名（変更後）  
9961 資本の部 純資産の部 （変更） 
9962 負債及び資本の部 負債・純資産の部 （変更） 
9426 評価差額金 他有価証券評価差額金 （変更）(※1) 
9411 新株式払込金等 新株式申込証拠金 （変更）(※1) 
9428 自己株式払込金等 自己株式申込証拠金 （変更）(※2) 
9976 資本の部 純資産の部 （変更） 
9887 負債及び資本の部 負債・純資産の部 （変更） 
9977 負債及び資本の部 負債・純資産の部 （変更） 
9463 － 自己株式 （追加）(※3) 
9464 － 評価・換算差額等 （追加）(※1) 
9465 － 繰延ヘッジ損益 （追加） 
9466 － 新株予約権 （追加） 
9472 － 評価換算差額新株予約 （追加）(※1) 
9473 － 新株自己株申込証拠金 （追加）(※2) 
9475 － その他 1～5 （追加） 
9476 － その他株主資本 （追加）(※3) 
9477 － 株主資本以外 （追加）(※1) 

（※1）Ver.6.2以前プログラムで「時価税効果変換」「法改正科目への変換」
「商法改正科目への変換」を行っているデータも変換対象 

（※2）Ver.6.2以前プログラムで「商法改正科目への変換」を行っているデ
ータも変換対象 

（※3）Ver.6.2以前プログラムで「法改正科目への変換」「商法改正科目へ
の変換」を行っているデータも変換対象 
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３．印刷順序情報の変更 
印刷順序情報を変更します。 

(1)決算書順序「貸借対照表」 
資本の部の「9450 資本の部」から「9500 負債及び資本の部」までを削除して、
会社法に対応した印刷順序に置き換えます。 

(2)決算書順序「損益計算書」 
「9435前期繰越利益」から「9430当期未処分利益」までを削除します。 
また、項目名称として使用している「9904経常損益の部」「9905営業損益の部」
「9906営業外損益の部」「9907特別損益の部」を削除します。 

(3)試算表順序等（決算書以外の印刷順序） 
会社法に対応した印刷順序に置き換えます。 
ただし、損益計算書の「当期純利益」より後ろの科目については削除しません。 

 



 
 

データの受け渡し処理を行っている場合 

センター側と出先側でデータの受け渡し処理を行っている場合の会社法変換手順と
制限事項について説明します。 
 

 

会社法変換手順 

１．仕訳送受信の場合 
①センターの処理 ：センターで会社法変換を行います。 
②センターの処理 ：センターから＜出先へのマスター送出＞を行います。 
③出先(Lite)の処理 ：出先で＜センターからのマスター受取＞を行います。 
※②③の手順を行わずに、センターから＜出先への仕訳データ送出＞→出先
で＜センターからの仕訳データ受取＞を行うと、次のメッセージが表示さ
れ、センターから仕訳データを受け取ることができません。 
必ず、②③の手順を行うようにしてください。 

 

２．会社送受信の場合 
①センターの処理 ：センターに制御権があるときに会社法変換を行います。 
②センターの処理 ：センターから＜出先への会社データ送出＞を行います。 
③出先(Lite)の処理 ：出先で＜センターからの会社データ受取＞を行います。 

データの互換性 
財務応援LiteVer.7.2は次のシステムとデータの受け渡し処理（※1）が行えます。 
・財務応援 Super／Lite Ver.7.0以降 
・InterKX財務会計Ver.3.0以降（※2） 
※1 データ通信、合併処理、バックアップ・リストア、会社送り出し・会社受け取り 
※2 InterKX財務会計2006 Ver.3.0以降、およびInterKX財務会計 Ver.3.0以降 

 

 
 

 
 
 

■注意 
バックアップ・リストアの受け渡し処理で、相手先が会社法対応バージョンでない場
合、相手先側では「株主資本等変動計算書」が出力できないなど、会社法に関連する
プログラムの変更部分は使用できません。 
 
 
 

■確認 
下記手順を行うことにより出先マスターも会社法変換済みデータにしてください。 
（会社法変換は、センター側でないと行うことができません。） 
２３



 
 
 
 

請求応援 Liteとの連動 

 
財務応援 LiteVer.7.0 以降の会社データと連動して次の処理を行う場合は、請求応援
Lite更新用プログラム（Ver.2.02）のセットアップが必要です。 

・自社新規作成 財務応援Super/LiteVer.7.0以降に登録された会社データ
を参照して、請求応援の会社データを作成する。 

・連動科目設定変更 財務応援Super/LiteVer.7.0以降に登録された会社データ
から科目情報を取り込む。 

 
 

 
 
 

 
 
 

請求応援Lite更新用プログラム（Ver.2.02）の提供 
以下のURLにて「請求応援Lite更新用プログラム（Ver.2.02）」を提供しています。

http://www.tabisland.ne.jp/support/download.nsf/FMList 

「160.請求応援」から「請求応援Lite Ver.2.02」をダウンロードしてください。 
※「請求応援LiteVer.2.00/2.01」を更新するプログラムです。 
 

以上 
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